
第 2号様式（第 3条関係） 

 

発 掘 調 査 委 託 契 約 書  

 

 

 業務の委託について、委託者    （以下「甲」という。）と、受託者防府市（以下「乙」

という。）とは、次の条項により契約を締結した。 

 

（目的） 

第 1条 甲は、次に掲げる業務（以下「業務」という。）を乙に委託し、乙は、これを受託

する。 

 （1）業務の名称      に伴う  遺跡発掘調査 

 （2）業務の内容  発掘調査及び出土品の整理、調査報告書の作成 

 （3）実施の場所  防府市       

 （4）実施方法   業務は乙が提出する「発掘調査計画書」により実施する。 

 （委託期間） 

第 2 条 業務の委託期間は、令和  年  月  日から令和  年  月  日までと

する。 

 （委託料） 

第 3条 業務の委託料（以下「委託料」という。）の額は、金      円（消費税相当

額を含む。）とする。 

  （委託料の支払） 

第 4 条 乙は、当該委託期間の業務が完了したときは、委託料支払請求書を甲に提出する

ものとする。 

2 甲は、前項の規定により乙の提出する適法な委託料支払請求書を受理したときは、当該

委託料支払請求書を受理した日から 30日以内に委託料を支払わなければならない。 

 （権利の譲渡等の制限） 

第 5 条 乙は、この契約にかかる権利または義務を第三者に譲渡し、または引き受けさせ

てはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を受けたときは、この限りでな

い。 

 （再委託の制限） 

第 6 条 乙は、業務を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面によ

る承認を受けたときは、この限りでない。 

 （実地調査等） 

第 7 条 甲は、必要があると認めるときは、業務の実施状況について随時実地に調査し、

または乙に対して所要の報告もしくは資料の提出を求め、もしくは必要な指示をするこ

とができる。 

 （手続き及び出土品の扱い） 

第 8条 業務に関する文化財保護法（昭和 25年法律第 214号）遺失物法（明治 32年法律

第 87号）等に関する諸手続きについては、乙が代行するものとする。 

2 甲は、業務により発見された埋蔵文化財については、文化財保護法の趣旨にかんがみ、



一切の権利を放棄するものとする。 

 （業務内容等の変更） 

第 9条 乙は、必要があると認めるときは、業務の内容を変更することができる。 

2 前項の場合において、委託料の額または第 2条に定める業務の完成の期日（以下「履行

期限という。」を変更する必要があるときは、甲乙協議のうえこれを定める。 

 （履行期限の延長） 

第 10条 乙は、天災地変その他乙の責めに帰することができない理由により、履行期限内

に業務を完了することができないときは、甲に対してその理由を付した書面により履行

期限の延長を求めることができる。この場合において延長の期間は、甲乙協議のうえ定

める。 

 （損害の負担等） 

第 11条 業務の実施について生じた損害は、乙の負担とする。ただし、その災害の発生が

甲の責めに記すべき理由による場合は、この限りでない。 

2 乙は、業務の実施にあたり第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければな

らない。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による場合は、この限りで

ない。 

 （物品の帰属） 

第 12条 調査に必要な経費のうちから取得した物品等の帰属は、乙に委ねるものとする。 

 （業務完了報告書） 

第 13条 乙は、業務の実施を完了したときには、遅滞なく甲に対して業務完了報告書を提

出するものとする。 

 （会計規則） 

第 14 条 この契約に係る会計法令上の処理については、防府市財務規則（平成 8 年 3 月

19日規則第 6号）に定めるところにより行うものとする。 

 （疑義の解決） 

第 15条 この契約について疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。 

(履行の決定) 

第 16条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行について必要な事項は、甲乙協議の

うえ、決定するものとする。 

 

 以上の契約締結の証として、この証書 2 通を作成し、双方記名押印のうえ、各自 1 通を

保有する。 

 

    令和  年  月  日 

甲 委託者 住 所            

氏 名            

 

 

乙 受託者 防 府 市            

防府市長           

 


